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はじめに 
 
 上松町は、平成１４年度から進めてきた木曽郡内の町村合併について、住民意

向調査結果により、「自立」を選択しました。少子高齢化と地場産業・中心商店

街の衰退等地域経済の疲弊は止まるところを知りません。           
 更に、平成１７年１０月に実施された「国勢調査」速報値によれば、平成１２

年度と比べ、６０９人（△９．６％）と大幅な人口減少は、最大の歳入財源であ

る地方交付税の大幅な減少が予想され、加えて三位一体の改革による、自主財源

確保等については見通しが立ちにくく、極めて厳しい財政運営をせざるを得ない

状況にあります。 
 町として、最小の費用で多岐に渡る住民福祉諸施策を実施するため、組織、定

員管理、適正給与等、行政経費の見直しを行い経費節減に努めます｡ 
「協働のまちづくり」を目指し、まちづくり協議会、行政改革推進協議会、議

会自立促進特別委員会等の提言を網羅し、即効性のある自立を目指すプランの一

端として策定するものです。 
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《事務事業の再編･整理、廃止・統合》 
１．事務事業の再編整理等の目標 
（１）組織・機構の見直し 
・平成１７年度に、町長部局を４課１室ならびに教育委員会、議会事務局と

した。 
・平成１７年度より収入役を置かないこととし、その職は助役が兼掌する。 
・平成１７年度より非常勤特別職の内、「総合開発審議会」「民俗資料館運営

委員」「公民館運営審議会」を廃止し、「消防委員会」は防災計画と調整し

その機能を残し、「農業委員会委員」は１２名に削減した。 
・平成１７年度より、消防団員定員を２３０人とした。 

 
（２）事務事業の見直し 
・平成１７年度課税分より、固定資産税課税を 100分の 1.6に改定した。 
・平成１７年度より、「教育施設基金」「奨学基金」の積立額について一部改

正をすると共に「ひのきの里まちづくり基金」の利用について検討する。 
・平成１７年度より、公共施設使用料の改定をした。 
・平成１７年度より、住民票交付手数料、諸証明手数料を改定した。 
・平成１７年度より、保育料を改定した。 
・平成１７年度より、福祉事業の内、「敬老祝金」「介護慰労金」「要介護支

援費」を廃止し、「福祉医療給付金」を縮小した。 
・平成１８年度より、町単独諸事業の見直しを行う。 
・平成１９年度を目途に、上松町森林組合補助金のあり方について検討する。 
・平成２１年度を目途に、上松町商工会育成補助金のあり方について検討す

る。 
 
２．事務事業の再編・整理等を行う際のスキーム 
（１）当該スキームの内容、基本的考え方 
   全ての事務事業について、住民にわかり易い指標を用いて評価する。評価

の過程では、議会、住民、有識者を入れた第三者機関の意見を反映する｡ 
   評価結果に基づき、事務事業の継続、廃止、拡充、縮小については、行政

の果たすべき役割、受益と負担の公平の確保、行政効率等に配慮し、行政評

価システム手法の活用等により事務事業の整理合理化を進める｡ 
   実施にあたっては、上松町行政改革推進委員会において調整を行い、課長

会議、庁内調整会議等で意志決定を行う。 
 
（２）行政評価を活用する仕組みの導入の有無 
   町の政策･施策や事務事業について計画を立てて実行し、その成果を共通

の指標に基づき評価して、次の計画に反映させるというマネジメント・サイ

クルを確立することにより、町政運営における行政資源の効果的な配分を図
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ると共に評価結果を公表することにより行政の透明性の向上を図り、町民参

加の町政を推進する。 
 
（３）外部の意見を取り入れる仕組みの導入の有無 
  ・上松町議会自立推進特別委員会の開催。 
  ・上松町行政改革推進委員会の開催。 
  ・上松町まちづくり協議会の開催。 
・地区懇談会の開催。 

  ・ホームページ等での意見聴取。 
 
（４）スキームの公表（予定含む）の有無、公表方法 
  ・毎年度末の状況について、広報、ホームページ等で公表。 
 
 
《民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）》 
１．公の施設についての取組目標 
（１） １６年度末時点における状況 
① レクリエーション・スポーツ施設 

   ・指定管理者制度導入済み施設数  ０ 
   ・管理委託実施済み施設数     １ 
   ・全部直営施設数         ７ 
② 産業振興施設 

   ・指定管理者制度導入済み施設数  ０ 
   ・管理委託実施済み施設数     ４ 
   ・全部直営施設数         ２ 
③ 基盤施設 

   ・指定管理者制度導入済み施設数  ０ 
   ・管理委託実施済み施設数     ８ 
   ・全部直営施設数         ７ 
④ 文教施設 

   ・指定管理者制度導入済み施設数  ０ 
  ・管理委託実施済み施設数     ０ 
  ・全部直営施設数         ２ 
⑤ 医療･社会福祉施設 

   ・指定管理者制度導入済み施設数  ０ 
   ・管理委託済み施設数       ４ 
   ・全部直営施設          ５ 
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（２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標 
① 指定管理者制度の導入 
・平成１８年度までに、「ねざめホテル」の制度導入を検討。 
・平成１８年度までに、「デイサービス」の制度導入を検討。 
・平成２１年度までに、「交流販売施設よろまいか」の制度導入を検討。 
② 業務委託 
・平成２１年度までに、「Ｂ＆Ｇ海洋センター」の管理のあり方を検討。 

 
２．その他の事務についての取組目標 
（１） １６年度末時点の委託状況 

事 務 ・ 事 業 全部 
直営 

一部 
委託 

全部 
委託 

① 本庁舎清掃 ○   
② 本庁舎夜間警備  ○  
③ 案内・受付 ○   
④ 電話交換 ○   
⑤ 公用車運転 ○   
⑥ 一般ごみ収集 ○   
⑦ 学校給食 ○   
⑧ 学校用務員事業 ○   
⑨ 水道メーター検針 ○   
⑩ 道路維持・修繕 ○   
⑪ ホームヘルパー派遣   ○ 
⑫ 在宅配食サービス   ○ 
⑬ 情報処理・庁内情報システム維持  ○  
⑭ ホームページ作成・運用 ○   
⑮ 調査・集計 ○   
⑯ 総務関係事務（給与、旅費、福利厚生等）  ○  

 
（２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標 
・平成１８年度から、一般ごみ収集運搬について全部委託。 
・平成１８年度から、学校給食の調理運搬について全部委託。 
・平成２１年度までに、道路維持補修の一部委託について検討。 
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《定員管理・給与の適正化関係》 
＜１＞定員管理の適正化関係 
 １．平成１７年４月１日～平成２２年４月１日までの定員管理の数値目標 
 （１）数値目標の基本的考え方 
    本町は、過疎と少子高齢化が著しく進み、狭隘な谷沿いに集落が点在し

ており行政効率が低く、住民一人当りの職員数は郡内町村と比較しても多

い。類似団体比較及び平成１７年度「地方公共団体定員管理調査」結果と

比較しても多く、計画的な削減を目指す。併せて、臨時職員の見直しを図

り適正な水準にする。 
 
 （２）数値目標の設定の仕方 
    平成１７年度「地方公共団体定員管理調査」に依れば、一般行政部門の

定員モデル適正値「７３人」に対し、同実人員は「７７人」で「４人」、

５．２％過剰となっているので△５．２％以下とする。 
 
 （３）採用者・退職者の見込み 
   ① 採用者  ２名 

② 退職者  ８名 
 
 ２．平成１１年４月１日～平成１６年４月１日までの純減実績 
 （１）過去の純減実績の内容 
   ① 採用者 ２０名 
   ② 退職者 ３３名 
 
 ３．定員適正化計画の見直し状況 
（１）見直しの経過、内容等 

   ① 平成１５年度に、宿泊施設「ねざめホテル」の営業を第三セクターに

移管。 
   ② 平成１６年度に、「上松町第２次行政改革大綱」を策定し、住民福祉

の向上と地域の活性化を図る中で、行政規模の縮小を進める｡ 
   ③ 勧奨退職制度、希望退職制度等を活用し定員の適正化を図る。 
 
＜２＞給与の適正化関係 
  国の基準に基づくと共に、考査措置を導入し業務実態を反映させる。又、

地域の実情も踏まえ適正水準の運営を目指す｡ 
 １．高齢層職員昇給停止 
  平成１９年までの経過措置はあるが、集中改革プランへの位置付けなし。 
 ２．不適正な昇給運用の是正 
   していない。 
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 ３．級別職務分類表に適合しない級への格付け等の見直し 
   していない。 
４．退職手当の支給率の見直し 
   総合事務組合に加入し適正に運営している。 
 ５．諸手当の総点検の実施 
 （１）特殊勤務手当ての適正化 
   ・平成１７年度に、給食運搬作業手当、清掃業務手当を廃止。 
 （２）その他の手当の適正化 
   ・超過勤務手当の抑制 
 ６．技能職務者の給与の見直し 
   平成１８年度より、単純労務職を廃止する。 
 ７．その他 
  平成１８年度より、国の基準どおりとする。 
 
＜３＞定員・給与の公表 
１．１７年度の公表状況 
 （１）インターネットＨＰへの掲載の有無 

・町のホームページに掲載 
（２）国の公表様式への準拠 
   ・総務省による「地方公共団体における職員給与等の公表」様式による。 
 （３）その他の媒体による公表の状況 
   ・町の広報紙「広報あげまつ」２月号に掲載。 
  
２．今後の計画等 
  ・毎年時期を定めて、計画と現状が比較しやすい内容でＨＰ及び広報で公表

する。 
 
 
 
《第三セクターの見直し関係》 
【既存法人の見直し】 
１．第三セクターの統廃合・整理等見直しに関する総合的な指針・計画の策定 
 （１）１６年度末時点における第三セクターの統廃合・整理等見直しに関する

総合的な指針・計画の策定状況。 
  ・平成１６年４月より、町営「ねざめホテル」を第三セクターに移行した。 
 
２．第三セクターの統廃合・整理等見直しの実施予定 
 （１）１６年度末時点における第三セクターの法人数 
   ・１法人 
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 （２）１７年度～２１年度までの５年間の見直しの実施予定 
   ・平成１８年度に、指定管理者制度を導入する。 
   ・平成２１年度までに、法人格を有限会社から株式会社に変更すると共に、

町の出資比率を２５％以下にする。 
 
【監査・点検評価・情報公開の体制等】 
１．監査及び点検評価の実施状況と今後の整備目標 
 （１）１６年度末時点における状況 
   ・関与法人の法人数 ― １法人 
     うち外部監査体制のある法人数 ― ０法人 

うち委員会等による定期的な点数評価がなされている法人数 
 ― ０法人 

 （２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標 
   ・平成２１年度までに、外部の有識者等により構成する委員会により、毎

年１回以上点検評価を行う｡ 
 
２．情報公開実施状況及び取組目標 
（１）１６年度末時点における状況 
   ・関与法人のうち、地方公共団体が財務諸表の概要、財政支援の状況・必

要性・今後の見通し及び点検評価の結果の区分毎に、情報公開を行ってい

る法人数 ― １法人 
（２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標 
   ・平成２１年度までに,該当法人の財務諸表の概要、財政支援の状況、今後

の見通しについて、ＨＰ等で公開する。 
 
 
【第三セクターの役職員と給与の見直し】 
１．役職員の削減計画 
（１）１６年度末における役職員数 ― ５名 
         内 役場関係 ― 町長が役員兼務 
           法人関係 ― ４名 

役職員の削減計画の有無 ― 無 
（２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標 
  ・経営状況を勘案し適正な人員配置を図る。 
 
２．今後の給与の見直し計画 
 （１）１６年度末時点における第三セクターの給与の見直しに関する計画の策

定状況及び予定 
  ・経営状況を勘案しながら、運営法人の役員会で、近隣の状況にも配慮し
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決定｡ 
 （２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標 
   ・平成２１年までに、民間法人としての経営計画に基づき、営業の範囲以

内で毎年見直しを行う｡ 
 
 
《経費節減等の財政効果関係》 
【経費節減等の財政効果】 
１．平成１６年度までの実績 
（歳入関係） 
（１）超過課税の実施 
   固定資産税・法人税の超過課税（Ｈ11 年度～16 年度） 126,330 千円 
（２）税の徴収対策 
   財産等差し押さえ（Ｈ15～16 年度）           406 千円 
（３）未利用財産の売り払い等 
   町有地の売却（Ｈ16 年度）            275,469 千円 
 
（歳出関係） 
（１）人件費削減 
① 職員削減 

 ・退職者の不補充（4 名分）             32,000 千円 
 ② 給与等削減 
 ・職員の時間外手当削減（Ｈ15、16）         2,728 千円 
 ・議員報酬３％カット（Ｈ15）             1,892 千円 
 ・臨時職員の賃金カット（Ｈ15～Ｈ16 年度）      27,098 千円 
 ③ その他 
 ・職員福利厚生補助カット（Ｈ16 年度）         1,200 千円 
 ・需要費のカット（Ｈ15～16 年度）          16,004 千円 
 
 
２．平成１７年度～２１年度までの５年間の取組目標及び施策の内容について 
（歳入関係） 
 （１）超過課税の実施 
  ・平成１７年度に、固定資産税率を 15／1000から 16／1000に引上げる。                    

22,200千円 
 
（２）税の徴収対策 
  ・平成１７年度に、滞納者に対する行政サービスの一部を停止する「上松町

町税の滞納に対する制限措置に関する条例」を定めた｡ 
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  ・平成１７年度に、役場内に「町税等徴収対策班」を設置し、臨戸徴収を実

施。財産等の差し押さえの実施を行う｡ 
 
（３）使用料手数料の見直し 
  ・平成１７年度に、保育料、公共施設使用料、住民票関係交付手数料、諸証

明手数料等を、増額改正した。               5,376千円 
  
（４）未利用財産の売り払い等 
  ・町有財産の見直しを行い、未利用地等を積極的に売却する。20,000 千円 
  
（５）その他 
 ・平成１７年度に、福祉諸施策の内、町単独事業を見直し一部を廃止した。 

7,270千円 
 
（歳出関係） 
 （１）人件費削減 
  ① 職員削減 
  ・平成１７年度に、収入役を置かない条例により減。   △11,600 千円 
  ・平成２１年までに、職員６名削減する。        △36,000 千円 
  ・平成１９年度に、議会議員４名削減する。        △8,200 千円 
  ② 給与費等削減 
  ・平成１７年度に、常勤特別職給料減額。        △4,500 千円 
      〃      〃  手当減額。        △1,500 千円 
  ・平成１７年度に、職員給料減額。           △14,800 千円 
  ・平成１７年度に、職員手当減額。            △3,700 千円 
  ・平成１７年度に、議員報酬減減。           △7,656 千円 
  ・平成１７年度に、非常勤特別職報酬削減。       △1,070 千円 
  
 
（２）組織の統廃合 
  ・平成２０年度に、「上松保育園」と「ねざめ保育園」を統合する。 
                           △10,000 千円 
 
 （３）民間委託による事務事業削減 
  ・平成１８年度に、一般可燃物・リサイクル収集運搬業務を民間委託する。 

△5,000 千円 
・平成１８年度に、学校給食業務の調理運搬を民間委託する。 

△3,000 千円 
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 （４）施設等維持費の見直し 
  ・施設の実情を見直し、整理統合した中で複合的な施設運営を図る｡ 
 
 （５）補助金等の整理合理化 
  ・平成２１年度までに,上松町森林組合補助金のあり方について検討する。 
 ・平成２１年度までに、上松町商工会育成補助金のあり方についてする。 

 
 （６）投資的経費の見直し 
  ・事業効率を精査し、優先度の高い事業のみ計画的に実施する。 
  
（７）内部管理経費の見直し 
  ・平成１８年度から、事務消耗品費・土地借地料・自動車及び建物保険事務

等の事務を一本化し、事務効率と支出抑制を図る。 
  
 
《地方公営企業関係》 
【経営改革の推進】 
（事務・事業の再編・整理、廃止･統合、民間委託等の推進） 
（１）平成１６年度末時点におけるこれまでの経営改革の取組状況 
・メーター検針事業及び集金業務の一部を民間に委託。 
・給与・予算・決算事務の民間に委託。 
・配水施設等の状況を、１ヶ所で監視。 
・下水道事業工事に併せ、老朽化した配水管を更新することにより有収率の

向上を図る｡ 
 
（２） 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経営改革の取組目標、目標の

具体的な内容、取組時期 
・平成１８年度に、浄水場の老朽化による「上松簡易水道」建設計画を立案

し、平成１９年度から事業着手する。これに伴い「上松簡易水道」「倉本

簡易水道」「西中簡易」外飲料水供給施設等の管理運営を平成２４年度か

ら実施する。 
・平成１９年度までに、「荻原簡易水道」を廃止し「倉本簡易水道」に統合

する。 
・平成２４年度までに、メーター検針の完全民営化を実施する。 

 
【定員管理・給与の適正化】 
（１）定員管理の適正化 
 ① 平成１１年４月１日～平成１６年４月１日までの定員管理の適正化実績 
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・過去５年間の純減数  ０人 
・過去５年間の削減率  ０％ 

 ② 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日までの定員管理の適正化目標、
目標の具体的な内容 

   ※平成２４年度までは、現状維持。 
 
【経費節減等の財政効果】 
（経営改革の推進、定員管理・給与の適正化） 
（１）平成１６年度末時点におけるこれまでの実績 
 ① 収入関係 
  ・水道料未納者に対する給水停止措置による未収金の縮減。 
  ・水道料金の改定実施。 
 ② 支出関係 
・メーター類、配水管各種部材の在庫管理の徹底。 
・事務事業の一部を民間委託化。 

  ・経常経費の削減。 
 
（２）平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経費節減等の目標 
 ① 収入関係 
  ・平成１９年度に水道料金の見直し。 
  ・水道料未納者に対する給水停止措置による未収金の解消。 
  ・水道施設跡地の売却。 
 ② 支出関係 
  ・平成１７年度より、職員給与費５％削減。 
  ・老朽化した配水管取替えにより有水率向上を図る。 
  ・経常経費の削減。 
 
 
 




